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７月１８日、目黒さつき会館にお

いて地本主催「強制出向延長取消裁

判完全勝利７・１８集会」が多くの

組合員・OB 会員の参加で開催され

ました。

一審の不当判決に抗して東京高等

裁判所に控訴し闘っている最中にだ

された『和解案』は私たちの主張通

り「ＪＲ本体に無条件で戻す！」と

いう内容です。この『和解案』は、裁判完全勝利を意味します。

その結果、８月１日付けで東京交番検査車両所に復帰することとなりました。

集会の中で山本さんより、「労働審判から始まったこの裁判闘争の過程では

ジグザグもあったが仲間の皆さんの支えにより今日この集会を迎えることがで

きました。これからも頑張っていきます！」と、この間の苦闘と喜びが力強く

報告されました。 分会は、山本さんを迎え、共に秋の闘いに邁進します！

働きやすい職場をつくるために声をだし、協約・協定改定

の闘いに向けて頑張ろう！      
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